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【入力上の留愈点】

･類似の指摘事項をまとめて分析する場合など,複数の欄をまとめて記箪する必要がある場合であっても.セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのｾﾙに入力してください．
･その外具体的な麗畷方法は別霞の入力例を参照してください。

平成29年度書記官事務等査察の査察結果報告書

身

<最総三）

庁名． 本庁･支部 事件種別 査察事項
0 6 ｡

指摘事項
C bD 謀題簿 事務処理上の改善蹟

4｡

備考

大腰寛鐙 本庁 民事
11)予紬顧便切手の
取扱いに閃する事
項

ロF専一厚■ー－＝‐＝顎一

より82円少なかった．
｡ □呵弓一一”了ローーーーー函

砿鯉したところ.使用時のE唾審
詞らしていたことが判明し,紛失事案画士ないことが分

かつたが･郵勢を使用した塙合は.予納郵便切雫管理袋
に運港なく配敏,押印する必要がある.【語揮垂痘【平成
7年3月24日付け健三第18号事穣緯長彊蓮亜塞もの2
の､l)】
のc ■

郵野哲理の五受汪についての意、が不足していた．
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他に駿当事例はなかった.過去の不適切事案を
踏まえた郵弊管理の重理性について改めて周知
するととも1二郵幹通運等に従って適正に処理す
るよう指導した．

大阪晦駁 地家戴 民亭
11仔納郵便切手の
取扱いに関する事
項

侭罹配当事
率爾をする1醗裟噂法務局宛の支払婁既書の艶送予納郵便切手管理袋に押印初を
除き所要の記載をして発進に必要な愈便切手を取り出
し,法務局宛の封簡に上配郵便切手を貼付した上で.封
楠を事件妃蜂に挟んだ状掴で保管していた.【篭識進展
(平成2B年1窒月15日付け総三館257号事塞鋒再蒲諌
『郵便切手の取扱いに関する規程の運用について』配第
3の1の(4,】 ， ．

良菅巍ﾐ鰯議騨感議菱端筋爾蜀諸銅労蝿な
い●
●

通達及びその関逗規範を再麗腫させるよう指導し
た.郵便切手を貼つだ封筒は管理袋に入れて保皆
する取扱いに改めた． ．

大師寓愛 本庁 民亭
111予納島便切手の
取扱いに関する事
項 ．

■
Ｑ

配当刑日胴の卒園として.予め切手を貼った封筒を予納

郵便切手管理袋外で保管し､固巷理袋に発送予定日の
日付を配載する不遍切な取扱がされていた.切手は実
際に使用するまで同管理袋で保管して尭送時に切手を
封筒に貼るなどし.同管理裳には実際に使用した日付を
妃唾する取扱に改めることを検肘されたい.【通違遠反．
呼成28年12月15日付け総三第267号事誇緯異壷遍
『郵便切手の取扱いに関する規程の運用について｣記第
3の可の(4n】

－

＝＝＝~‐客一汐

保管することは．
い、

ｰｰグー…堅函ゴー坦■V‐珂四廷璽垂＝ニアr塔

郵券(郵券を貼づた封筒〕の紛失につながりかねな
マーー…マヶーローーーgg＝■ーーー▽ロローー●画石一一

いを改め.実際に発送する時点で封筒1二郵便切
手を貼付しd予納郵便切手ぜ理袋の年月日極に
実瞭に使用した発送日を腿入する扱いに変更し
た． ．

大阪高裁 本庁 民車 141その他

囮隊出鮪簿に遅速予定日及び返逮日の肥歓がない．
【通達遠反(平成7年3月24日付け絶三節14号緯務局
長通遠｢事件配録の保腎及び送付に関する事瀧の取扱．
いについて』妃箆1の4の(2D】

画こりー＝万四m｡副鐸画へ産曙四ゴ"－ｰ巳岬ワコ■＝江■,r坐口を四一早口~■｡

ずに飽低の授受を行っていた.返還日の妃戟濁れについては.配
録の還還を受けた担当者の鹿灘として肥録遼通事実の”【厘轟
出納■における配蜂返運受團肴印概の押印)に亙点があり.配娩
返還日の妃敏の必要性･宜要性についての図■が十労でなかつ
た． 。

審理の期間が禾定である等の理由で返還予定年
月日が明随でない珊合でも.とりあえずの返還予
定日を配賦して同日までに破哩を行い.引き線き
使用する必要がある塙合には.改めて遅逼予定
日を定めたうえで再度貸出しの手観を取ることとし
た.また.紀鋒の返還日の記敏については,ミー
ティングを行い,記録の授受を明堕にするために
必要かつ宜要な事項であることについて共通陣嘩
を持つとどもに‘､今後は配鯨の返還を受けた蹄に
各人が陸実に返還年月日を
た． :

R■

配転することを確罷し
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L人刀上の閏慈点』 、

･類似の描摘事項をまとめて分析する場合など←複数の欄をまとめて記敏
･その外具体的な記載方法は別添の入力例を参照してください。

する必要がある塙合であっても.セルを結合せずに.同じ内容をそれぞれのセルに入力してください．

庁名 本庁‘支部 事件種別 霊察諏
旬 ◆

指摘事項 課題等
p

■

事務処理上の改善策 … 備考

大飯扇鼠 地家裁 民串 14}その他

嘘堺砺飛田付嘘退陣の過垂分の配載事項について.幅
姉等の引縫あるいは合てつの配戟が溜れており.正随
に毘瞳されていない.【通遠遠反(平成4年8月21日付
け健三第28号総涜局長通遍｢幅簿聴粟の侭付け等に
関する享路の取扱いについて』配第2の4咽2}》】

＝聟三三一盲皇室口量蚕■凹亜亘辱Uで一一‐函一■鼻"昼■＆‐“･･ひ写■由歩む°･≠

ぃことから.概陣臆羅の哩塵塞につながりかねない．
nM目ユ示吋I－yu皿延率Uj.J三国同JU-望琶・画固亡がL

た点も見受けられたが.砿実に是正しきれていな
かった点について是正した.長期にわたって引経
がなされていない事件鯆等については引き継ぐよ
う招導して引継を行った．

大阪高裁 地霊裁 民事 14}その他

晒圃口凸▼ー■■●‐■丁刃…､ '■■ー■~ﾏ酉幸夛画画T聖私唖g・子

数料遍付等の決定密案について.パソコンに保存した電
子デｰﾀを願次上香きして作成している香肥官がいた．

エ吾潭題埋によら過鰹兜窒の危賎国土狸狸しているものの.遇妾

のデータを利用して処理をする利便性を優先する余り上害き処理を
行っていた.上害宮処理によるﾘｽｸ晒人傭報の風えい)及び紫止
の目的(上書き処理踊れに伴う過観の防止)が全体で共有されてい
ない可能性が高いことから.遇隠発生につながりかねない．

ｳ

邸全体のミーティングにおいて,上書き処理を行な

うことによる遇鶴の危険性を改めて腿臓させ.上
書き禁止のルールの徹底を疎狸した.上害き処理
を行なっていた職員に対しては.過去のデータに
ついて,事件瞬号.自事君の氏名及び住所,叙判
官氏名簿を｢●』で嚢示したものを作成さ性.その
データを元に和解四書扉を作成するよう指導し‘
実践している．
共有フォルダ内の極準書式の充実を図り.､掠準
香式を迅加する塙合には,書肥育全貝の愈見を
唾くことを…した．

大阪高粧 地家載． 家事 14}その他

罪万剤万五によって■成されている販事事件記録にお

いて.当事者から非開示の申出がされた害嬢を記録の．
末尾にその他の書函と厩別してつづり込んでいなかっ
た｡【通達遠反(平戚24年12月11日付け緯三第339号
事務鍵長通運｢家事事件記録の綱成について』記露4の
2)】

罪万剤万丈によ・事件I塞函秤事件に比べると.昨開示の申出が
される事例創少なく.書配官の危担念嘩も薄くなりがちである． ．

f ●
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ーローロローマ 守守■■ーママー守一▼ーー－丁－－1■■ーー毎口g ~5－~ーー

捉出されたときには早急に処理すべきことを指導
した.事例が少なく､危檀竃蹴が薄くなりぶちなた．
め.今後も綴り返し錘喚起していくこと趣_鰹

大俸瓦錐 地家裁 家事 14庵の他

や庁醒呼蓮曝醒・皿崇可喧・醒詞BI－屈し四9騨厄．叩

日運週が予定されない場合は事件配録出輸簿又は所定
の事項を鹿威した賀出調ざ等により.即日に返遠が予
定される塩合には遍立の方遥で.肥録の出納を把握す
べきであるが.その方筬がとられていなし,.【通蓮蓮扇
(平成7年3月24日付け総三癖14号栓塞園基繍垂『事
件毘蜂の保管及び送付に関する事麗の取扱いについ
て』記露1の4の画のア)】 。

睡牽等の録刑寅出にあたっては出閉珂を利用していたが.それ以
外の期日前の貸出等にあたっては.即日
ぐ場合いずれにも期日簿等により歴侮貸

遼遠される堀含
出の事震■碑が

日をまた
可能であ

りそれで足りると考えて.それらの堀合に左通運箇所に沿った取扱
いを怠っていた.主任書記官識まじめ猷占た係唾員全員について．
左肥、の通運箇所に関する知撮が不足していたことが原因であり，
事件肥鋒紛失につながりかねない取扱いである．

在通達画翫を砿囲し.その定めに従った処理を行
うよう指導した．
改善塵として.崖貝らに通遠内専を脱明し､即日
返還される肥録については事件唇号･冊数等を記
駁したメモにより.日をまたぐ貸出配録については
期日簿写しに貸出日尋田鮫のうえ借受人田を受
ける方塗により,いずれも墹合も肥輝露を行うこ
ととした．

大極高溌 地家裁 家事 14曙の他

一｡■ー一ーマローーウー‐ーー。一一q■-、●…~ーr＝屍

日が妃蝕されていないもの.②返運配揮受傾者印はあ
るものの.返還年月日が記敏されていないものがあっ
た。【通達違反(平成7年3月24
局長通運『事件肥録の保管及び熟鰯講
扱いについて』肥第1の4“21)1．

◆ ゆ

14号総茜
事務の取

酉＝晤生PJ乙旬しに幸汁座呼”風画しロー函ガ⑨宇羅廼唾内野託”

目的が－都の廠貝において共有されておら説従来から退遺予定
年月日等が妃載されていなかったものを漫然と踏製し､遼遼予定日
に基づく貸出概況の磁鹿がされていなかったものであり,事件配録
を適正に保管管理するという愈陸の低下,ひいてはそれが事件肥
録の紛失につながるおそれがある．

申
毎

ーコーーーーー■ー■‘■■＝■9口■一一”ーーｰ■一画石 ．‐一

秘処理内容やその目的を全磁員に改めて因知す
るとどもに.事件記障出納簿による貸出状現を定
期的に確醒するよう指導したところ.被査察庁にお
いて,ミーティング等により運還予定年月日及び返
還年月日の配敏の倣底を図り・月に1回.事件妃
録出納姉を点検するように改善された． 。
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L人刀上の留璽点』 、

､頚似の指摘事項をまとめて分析する堀合など,複数の柵をまとめて肥鮫する必要がある壜合であっても,セルを結合せずに．
･その外具体的な記載方法は別添の入力例を参照してください。

同じ内容をそれぞれのセルに入力してください．

ｰ

庁名
■ b令

本庁P支部 ･事件種別 査察率項，
● q

指摘事項
9 - -

－ ■

媒題等 .事務処理上の改善策
『 ●

鯛考

大阪寓種 地啄壁 顕事 14圧の他

戸口ーマー■=‐■壷=■■ー■一一ママ｡＝■■…可一■刀ｸ再刊~ー赤ﾛ汀守昼9

の日掴の記載がないﾌｧｲﾙが散見された.睡謹璽扁
(平成4年2月7日付け総三第8号事務総長依命通達｢事
件記鋒等保存規程の理用について｣記第4の2)】

”鴎鹿藁専通産近時爾而更郵i函薩と蕊:慰駒願釆耐艮葎
の重要性に霞み;当麟事務の楯怠は君過できないところである．

原本保存簿の記晒踊れについてI土当麟笛所を
閣次原本担りにあたって肥瞳補充するよう指導L
た.記載の補充作某は確実に進められている．

大販臨鍛 地家裁 家事 14圧の他

戴判単不等録存廊について.披査厩庁において使用し

ている械式に⑪完納(蔵判)の日｣観がなく.②｢保荏侭
了の日』掴には年のみが記鼠され,月日が記敏されてい
ないものがあった雪【謁輯蓮辰(平成4年2月7日付け鯰
三第8号亭務総長通遺｢事件肥侭等保存規程の運用に
ついて｣腿館4の2)] .

凸 6

一一ローーマーーー■一宇一で■｡ー一一一戸‐｡■写一＝ご”~＝一…～一ヶU函1－もｰ＝画

目的が事件書頚の保存事稜を担当する職員において共宥されてお
らず.戯判原本淳保存簿の様式を確腿しないまま,従来から利用し
ていたものを細纏利用していたものであり.各事件害顛の事件尭軸
の日を故鹿することなく個冊しで保存に付した鞘果.事件書顛の鶴
廃棄につながるおそれがある． 、

通速で定められた事件香顕の保存に因する事務

処理内容やその目的を事件香碩の保存事務を担
当する馳員に聞知するとともに.速やかに裁判原
本等保存簿の様式を改めるよう楢導したところ.袖
査察庁において.裁判原本簿保存鱒の様式を改

畿鎚濡織箔織臓鰯撫
るよう改善された．

" も
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LハJJ÷UJ画昼風』 司

､類似の指摘事項をまとめて分析するja合など,複数の欄をまとめて配鮫する必要がある場合であっても，セルを結
・その外具体的な配蔵方法は別溌の入力例を参照してください。

合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください．

庁名 本庁･支部 事件種別
｡ ■

壷察事項 楕卿澗項 ．
～

蝶題等
■

･事務処理上の改善鯉 備老．

大懐寓鞍 地家裁 刑事 14雁の他

一一一一ーターーーワロ●ー

脱調の危険があった．
ーーダーーー－9再一一叩己夕q

b
画唾馴手”津迩U－河9③図咋駆鹿リノ阜廻”憾晉か、岨で酌｡。 ヨリ医切子竃郵円ﾛｰﾉ、句L0て哩郵碑竃重砲可哩琶包李

うにエ失したｸﾘｱファイルに収納するようにした．
更にそのクリアファイルについては.横が開いて
いる部分に2穴パンチで穴を空け.ﾌﾗｯﾄﾌァイル
に鰹じることにした.．

大阪高戦 地家鍾 刑事 (4)その他

煙淫･マニュアル.認栗など.湿然と古いまま璽え屋

かれている部署があった． 。
碩民とな色もの舌爾に逓斬のものにすることの璽要性が朗に匪ちて
いない．

●

軌しいものを画え置いた｡改定辱があった唱合に．

陸その都度新しいものに差し替える車稜飽勢を
構築する必要がある．

大阪高鯉 地家裁 刑事
●

■ 4

【4圧の他

閏』目迩逗予定の識判官への記厩の賀出しについては．

メモを作成するなど適宜の方法を採るべきである紙そう
いった方法を採ることなく､単に記憶に頼った事霧処理を
していた． ，

【通達違反事件肥録の保管及び送付に関する事務の
取扱いについて記第1の4I211 .

駆坪”津富亘匪夢同か巻恥~固唾⑨Eと”璽皿か布濁であ色・ 魂疋香れた函百を念皿におきながらP
通逮の随望を行う必要がある．

係等全体で

大阪高裁 地家裁 刑事 14馬の他

翻墜四録についてI塞番庁でそれぞれ取決めがある.そ
れにも関わらず.庇人尋問鋼書へは不飽戟とされた特定
情報の記鮭マスキング濁れ(付せんによるマスキングを
含む)．又は.秘匪憎報共有のために作成すること力睡
蕃付けられた用紙の腱戟間違いなど.適正な事穰処理
がなされていない． ． ．

画嘩0，超”､蝉も四レヴ＝巳ご切夕心唾畢皿〃､八JUしLし､e●季グー。巳応啄

取り快められた事務処理要銅を理解していない． ．
で~ーO穴奉一一毎■と一万司申eー｡ｰごザータマー5垂B一一画“■

を理厩させる取組みが必要である｡また.何故マ
スキングしなければならないかを蹄に落ちるように
指導する必要がある． 。

大瞭高蝕 地家裁 刑事 14曙の他

■子画庁迄ワUmし'二恋荊到声0－一し、LOB凧画”I生姻口輝

に作成する必要があるところ.複数の期日の録音内容を
1つの録音体に格納していた． ．

P ●

卒仔I江･Z期員方琶阿時に稲胡したものではなかったが． 1牧に両

期日分の録習データが格納されているろ.期日ごとに胸書が作唾さ
れていないのではないかとの懸念が生じる。

祝疋壱れた屈画を念頭におきながら.係等全体で
平成21年5月19日付け事堀連絡の砿鯉差行う必
要がある．

大匿寓璽 地家我 刑事 14猪の他

両家時不変付甲顔吾に庵付された収入印経の渦印濁れ
が散見された． ．

【通運逮反受付分団通運配箆2の7(1n

哩八即駆左阿奴網目』唾けれIまちやないかの垂妥睡《現金と同じで

あるという宜腫)が館に落ちていない．
“即亟を調印すもことの疋妥住を念頭に匿きな
がら通達の硫偲を行う必要がある．

大阪高戯 地家裁 刑車 {4謄の他

埋麺ア疋固の振い配嘩出閉薄を礎用していた．

【通運速反事件記録の保管及び送付に関する事務の
取扱いについて配簿1の劇11】 ．

■画一幸”…＝＝ｰロー‐i■■■し回廷”画一竺嘩睡理“ﾛや＝Emp●
｡ 規正された厘百を諺頤におきながら.係等全体で

通運の確忽を行う必要がある。

大阪高厩 地歌裁 刑事 【4)その他

＝ロ■一一一ヶ”で『■‐■隼U－－U－＝ﾜｰﾛ』▽君ら“画亘〃ﾜ旬LLも■｢己乙0

審判廷や観腹措孟室の机上にペン辱が底かれていたり
した．

趣疋早亟師止嘆ひ厄菅行画砺止に向けた恵I園の低さに原因があ
る．

司一＝一一｡ーq■一F璽一ー一一● B~ローリー リ可一プユ塞円巴。

するととも1弓定期的に視察をする必要がある．

大晦爽穀 地家裁 少年 14曙の他

一■、ーー一雨8~,一一むゃもoー垣』"毎回哩醒…可しぬ､皿
元■■宜一上 .

【通達還反事件肥像の保管及び送付に困する事覇の
取扱いについて配第1の劇11】

恥碑⑳痒き瓦珪石か吾配官であることの認1回が希薄である． 洩王された趣百を念頭におきながら.係専全体で
通達の砿認を行う必要がある．



し

(別紙3）

一

(最総三）

L夕、幻÷ご夕画畢湿』 頁

･頚似の指摘事項をまとめて分析する鰯合など,複数の梱をまとめて記鮫する必要がある塙合であっても，
･その外具体的な湿職方法は別添の入力例を参照してください。
L ・

セルを結合せずに.同じ内容をそれぞれのセルに入力してください．

､庁名 本康･支部 事件種別 査察箪項 梢摘事項
一 一

課題等
0 ウ

一

事務処理上の改善策
Q G

■ 4

備考

大阪高裁 地家裁 少年 14馬の他

醒唾を擬え甑廊1こつ唇.配駆を綴えた年度の述中に

保存のために配蝿係に引き経がれていた.記録係は引
継ぎ時期の確箆をしないま表漫然と引鯉ぎを受けた年
度の初日を保存の始期として保存に付していた．
【通逮違反幅輝蕗票の僅付け等に閲する事覇の取扱
いについて鯉爾3の1(1序】 ．

ーr■■一ヶP”叩ヴWﾛ副詞囮同▼q－Q函一己庫垂季ア、－GB一．乙師･呵争やい軍●

幅簿関係の取扱いに対する腿数が粘薄である．
税疋琴れた画百番念頭におきながら
通運の確陸を行う必要がある．

『 ■

､係等全体で

大阪高救 地象裁 少年 14}その他

唄立召へ②起嘩の頁出しにつき.､廻当簿は運還予定日

棚の肥敢が鮪いため.保管送付通運の貸出カード相勤
の樋能に留まっているところ.妃録の貸出しが1か月を

溌鯛親鍵鼠辮瀦鰡鰯鰯練
簿を使用するのが相当酒ある．
【通達違反事件配働の保管及び送付に関する事務の
取扱いについて肥第1の4〈112)】

醒陣の曝官只任君が書記官であることの理鑓が輸薄である． 洩定された屈旨を念頤におきながら.係等全体で
通達の確窪を行う必要がある． 。

大阪寓裁 地家裁 少年 (4雁の他

争仔邸の珠拝にっ署コンピュータを利用した事務処理
を行う墹合.少年事件処理システムを導入する以前につ
いては.亭件陣に代わるものとして磁気テープ(CD-R）
にデータを複製するか.印画した書面を保存すべきとこ
ろ.導入前の2年分につき,上配処理を行っていなかっ
た．

【通運遠反コンピュータを利用した事題処理の運用につ
いて露第1の2】

嘘廟の里曇煙琶確唾していない。
ーー一一ウーーーー■－■画己マヶー▼▼~ｰ~

運の確浬を行う必要都ある．

大阪高駁 地家載 少年 14淀の他

‐『r◆毎g麺一望岸醒…率向0▽、w私塞醒郵四一回可風四1－

つき.事件鹿鋒出納簿を使用していない．
【通運遠反事件配録の保管及び送付に閲する事務の
取扱いについて配第1の“1】

マ ー マーーーー ~~ ーー一一ー一一一一ーーマーー一Fー～ーー一℃ 税疋ごれた廻百琶忽咽におきながら．母等全体で

通運の破哩を行う必嬰がある ●
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L

E夕、幻÷U抄国辱“』 、

､類似の指摘事項をまとめて分析する場合など複数の欄をまとめて記載する必要がある塙合であっても
｡その外具体的な記餓方法は別添の入力例を参照してください。

･セルを結合せ調二・同じ内容をそれぞれのセルに入力してください．■ ■

庁名． 本庁･支部 事件種別
● G ●

査察事項
■ ●

指摘事項･ ．＝ 繰題等
必 ▽

事務処理上の改善策．
『

備考

大阪地毅 支部等 民事 141その他

一一・F一ーマー・ーｰー一卿。マーロ ー副一画一釦刃輻アローーQ声

匿の描匿をとっているにもかかわらず,事件肥像中の雑
袋に．秘匿希望の債権者の新住所を記載した書面を入
れた上bその旨を付塗に明記して申立書Iこ貼っていた．

壁希盟の上申害を別鰻りにして秘匿情紐を管理しているものの.秘
匿情報の事務処理を定めている趣旨を理解していないことが原因
で．－件記録から速やかに秘匿情報力偽ることを分かるようにする
ため.澗途香西を作成した眺付陵を申立書に貼ったりし垣秘匿傭
穏の流出を容易にする結果を招いている．

画墜頂和叩姻観いき正ぬた趣百を得度陶知し.一

つ一つの手順が定められだ竃稜を各自検肘Lて．
ﾐｰﾃｨﾝゲなどで職陰して理解を深めるざま超
職員の理解を深め.かつ.経験の浅い書肥官も速
やかに対応できるようにモデル配録を用窓してい
る事例を紹介し､各部署の繊舗の際に参考する．

大阪地裁 支部等
8－

民事 14膳の他

子奴z8年堂埋で､現圧も遼行中の秘匿希璽のある事件
について.秘匿柑孟を執っているのに.裁判官の判断を
得てL,ないものがあった． ．

碑睡1門耐ぬ冒埋として.事獅処埋が運められており,それによると

裁判官と情報を共有し､裁判官の判断を受けてこれを肥録上明肥
することになっているにもかかわらず,これを遵守していない．

勺事＝ﾛ尺壺UJ恕哩や‐延権pJP二浬理酉星阿干し6－

争fングなどの繊酷の暗に､秘函伯報が琉出した
場合の問題点を具体蜘'二検討することによって‘
事涜ﾌﾛｰを遅守することの亙要性を理解まる.．

大阪地裁 支部等 民事
11序納郵便切手の
取扱いに閏する事
項。

塞即””畢栃⑳51醒召において.郵芽の残額毎画こつ

いて.予納郵便切手管理袋の下部欄外に残領確配の押
印があるが.日付の記載もなく‘どの時点での確湧か不
明なため.寵鹿時点での最終配戦事項の次の行に配載．
するのが相当である．

郵秀についてば･吾眼冨迄しても的庫に畢軽処理して；これを配録．
上明示的に穀賑する必要があることを理解すべきであるが6担当書
配官はこれを理解しないまま,下部開外に押印したものである．

一章一口間一マーー＝■一一草ロ、ローD手■ｰ〒軽嘩汗

在を知っているだけではなく､一つ一つの手続が
定められた噛旨を正確に理解し､ミーティングなど
を活用して具体的な手鏡1こついて鑓駒する．

■ ｡

大阪地麺 支部等 刑事 I4巌の他

錘醒看麗晒で圏趣詩腫人が滋任されている事件につい
て.･勾囲中のまま略式賎鱒された後,略式命令に対して
正式塾判購求がなされており.､被疑者国避弁塑人の効
力が維持されているにもがかわらず.正式露判繭求時に
弁腫人選任照会を行い､･回答書を提出させている亭案
があった。

抵宣ハロ己珂丁令噛式印令晒不童画の睡曰には腿雁を投票庁に仮

払いするため,正式載判購求時には散判所に略式命令事件の龍
錬がなく.帳障等からも国選弁腫人の有恭を確配することができな
塵醗ら,舎弁唖人9有篭!ご迦血麺らず§~己揮に弁腫人選任煎謹を
行う扱いとなっており.被疑者画遍弁瞳人の右無の確昭をする方策
がとられていない． ．

砥置人が正式狸判を踊求L準録又は.検察庁か
ら断艇記録を受領した際に.被疑者段階で弁瞳人
が選任されていないことを確認した上で.被告人
に対し弁硬人選任に関する照会を行うこととした．

大阪地裁

■■

支部等 刑事 (4)その他 たり.第4分鰯の直後に分界紙を挟まずに同様の書麺が
綴ってある妃録があったb

－れ勺膏顕1季0理町や季仔醒定瞳に外しているとのことであった
が.予断排除の問題や閲覧薩写の対応で問題となることがある．

金

己れや”吾頚西肥嫁に斑らないこととした。
｡ ｡

大阪地裁 支部等 刑事 14提の他
用し､穏露畷粟儲見付I潅週薊鐙紅包輔郡献一
あったq ･

日J丁騒卿置疋田た閉垂埋逐や盲席畢騒返報の内審を正砿に把掻
していない．

凸

1

埋璽毒舌顛躍し.目斤鞭簿に当たらないものにつ

いては,備え付け軽週障に登醒Lないこととした、

C 全

大阪地裁 支部等 刑事 (4民の他

硬踊汀躯の争仔配障出靭薄に返逮予定年月.日が妃欺
されていなかった． ． ．

頁画記輝い官埋か迦切に行えない｡．
可ヱ0牢ロ些墨r鐸十向ロ宮睦ツ日G率ラ包睾どこし

た．
､

大阪地裁 支部等 刑事 14提の他

函唾汰疋かな晋孔た醍陣に樫匿踊報にマスキングがな

されていないものがあった．
一 申

ーグー・凹一ママタ韓尿ﾛ－．浬＝U向垂“~巴や四アや郡n世Iエ“･”つり 醒輝に種つた残.淫やかにマスキングをすることと
した回

■
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(叢総三）

L人刀上の甑慈点』 、

･饗蝿擁礎註解澁立鋤舗ど:糎数①掴をまとめて記鮫する必要がある場合であっても.ｾﾙを結合せずに‘同じ内容をそれぞれのｾﾙに入力
･その外具体的な記繭方法は別添の入力例を参照してください。
L ‐

してください。

庁名 本庁?支部 事件糧別 査察事項 指摘事項 ．
■ ｡

■ ■ 凸

‐ 課題等
ら

b 一 ＝ 凸4

事務処理上の改善策“
4

備考

京都地裁 支部等 民事 【4)その他

販匪早件において.像官金の受領書の写し執行官の
繭求書に孟付される受用メモ,債椎者からの進行に関す
る上申書等.記録ではないと思われる書園を擁3分嬢に
綴っていた．

個別の毎面を蚤令上の配録に当たるものとして事件起録に綴り込
むか否かは.受霧叙判所の判断によるが.担当書肥官ごとに取り
扱いが具なっていた．
事件妃餓に固るのは

秘匠傭鞭の茜えいのﾘｽｸ等を考庫すると， 、
必要最小限にとどめるのが好ましいことから，

庁内での鹿撫の共有が必要である.、

幸汁匹醒1－種リ垣嘩琶琿叩早n通i二つし､正．薮判

官を交えて通見交換をし.共通浬嵯を回るよう指
導した。

京樫地裁 ・ 支郎等 民事
12浄納郵便切手の
取扱いに閏する事

項

ぽ訂心＝エ”匹唾

戦が濁れていた．
rm－F－坪o U~4両呼醒切子唾垂塞W唖 早耗なミス(記入翻れ） 定期的に予釉郵便切手管理観の中身を随鹿する

ことにより.予納郵便切手管理袋に配較されてい
る額と実際の郡群甑に圃睡が生じない車務処理
を拐導した．

●

心 ●
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【入力上の留愈点】： ．

､類似の指絢事項をまとめて分析する場合など,複数の棚をまとめて記鮫する必要がある塙合であっても.セルを結合せずに.同じ内容をそれぞれのセルに入力してください6
．その外具体的な記載方法は別添の入力例を参照してください。

平成29年度書記官事務等査察の査察結果報告書

一

(最総三）

庁名 本庁･支部 事件楓別 査察事項
6 句 指摘事項 ， ．課題等

q

車務処理上の改善箪．
｡ ｡

傭考

京都地鼠 支部等 嗣事 14圧の他

保存期間の異なる幅薄(医曝観寮処遇事件簿《30年)と
距訟受用免除申立事件簿(10年))を合綴して保存に付
してし,た(通運違反(平成4年8月21日付け率穏錘昼壷
遠『事件関係の幅購鯖累の僕付け等について｣肥露2の
1.別表粛2】）

ロー寺一一一一｡一一一甲一Uep~■一手一U－Drc画一可ごPｰ画一一切＝～C…~

臆累の桜簿及び庚妻に閏する事項は.平成26年まで樋室査察事
項とされていたものであり‘被壷

なされていることはその当時発見可能であったのに.発見できてい
なかった． ．

唖薄は各刷に硯り直すなどして.医観観察処遇卒
件簿の鶴廃棄を起こさないよう招導した｡．．
併せ正.過去に保存に付された根簿臆県につい
て,不相当な事秘処理をしているおそれがあるの
で.幅簿賭累廃棄時には.保存期間が湊了してい
るかどうかを.複数の職員が点検するよう.注愈喚
起した．

京都塘裁 支部等 刑事 14雁の他

ウーー▼～一一一▼可刀司一一申ユマー句一■司●一戸一■ー■ニーー1■■■一ゴロ

護人研求書等の用錘が挟まれた用箆挟みが稲み上げら
れ.かつ.書記官机の抽斗内の要理も不十分なままで
あった(なお.戴判官及び書配官机上については.必要
最小限度のものしか置かれていない状魍であった.)．

〃 ｡

勾酉寅問室からの逼走及び加害行為防止蹟は継鯨的に行っていく

必要があるところ(平成28年3月23日付け経理局総務謀長.刑事
局粛二練長.家庭局第一隈長事務連絡『裁判所庁舎における遇走
等防止策について』本文).被盃察庁においては.昨年度の査察実
施時は勾留質問室内の侭品等の配屋に特段の問題は見られな・
かつたが6その後.事蘭処理の効率化を優先して.透走等防止策が
おろそかになってしまっていた．

苛稗ローーーーー『■■毎再一ママ■ーp

いよう.抽斗内あるいはレタ
ｰ…~輿＝‐砂亘理、＝■P

一ケース等に整理して
収納するよう.柑導した．

9 口

サノ
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正29 記戸

(最総三）

L

Lハ幻一W画暑風』 ‐ 、

･顕似の指摘事項をまとめて分析する場合など.複数の欄をまとめて
．その外具体的な記戦方法は別添の入力例を参照してください。

■

妃駁する必要がある溺合であっても.セルを結合せずに.同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
曲 ■

庁名 本庁?支部 .事件種別 査察事項 指摘事項 課題等
■

●

b
事務処理上の改善策： 備考

神戸地裁

神戸地裁

支部等

支部等

民事

･民事

11序鞘郵便切手の

取扱いに関する事
項

【4)その他

■宅”ーロー司り…wケーーG＝■亜画タヴーいみ。､轌ー昨蒄暉印し､

いる郵便切手(10円>が.当鮫支払督促事件の予納郵
便切手管理簿では受領の扱いになっておら訊少観の
ため副
テムに溜錘もなかった.支払唾顎職曾
め.予納郵便切手管理簿に配域されてい“､1o円が存
在することとなった(予納邸便切手の取扱いに関する規
程(昭和46年通高裁判所規程蘭4号).平成7年3月24
日付け最高薮健三擁18号事務健保通運『予鋪郵便切
手の取扱いに関する規狸の運用について｣)ら‐

一一一■■ロー＝－一 一 一‐ユ ム

ついて.保存用配録媒体(CD-R)ではな<,槙製用記録・
媒体(CD-RW)に保存していた(平成29年5月31日付け
最高裁総三露47号捻務局畏,憤報政錐窪通遺『翫駿
等関係人の尋賦供述等の肥録媒体への保存等に関す
る事務の取扱いについて｣‘.同日付け総莪局箆三謀長事
務遠路『豚舩等関僅人の辱聞.供述等の配録盤体への．
保存等に関する事務の取扱いについて｣)．

超超'三踵つた処埋で尋､こと琶璽鰯してuたものの.支払督促泰
件処理ｼｽﾃﾑでは.■■■■■■■■■の入力ができないもの
であるとのシステムの撮作方法の知歯不足から;やむを得ず当蝕
処理をしているとの淫腫で事務処理を行っていたが.規随に違反し
た事猫処理を何らかの方途により是正しなければならないとの考え
に及ばず.庁として是正に向けた検酎がなされていなかった． ．

ョ醒趾人辱寺岡醒騨は通速において保秤用記臓媒体に保存する
ものと定められていること.事務連絡において通用イメージとして示
された別紙6の各種保存用配録媒体の葱定している使用喝因に配
唾されている内恵保存用配録媒体としてCD－Rが示されている
理由(CD－RWを使用することの問題点)を正しく理解していなかっ
た

糞弘琶侭事件処理システムの操作を再葎璽L企

ところ.入力が可能であることが判明したため,規
範に従づた正唖処理をすることとした． ．
また,本指摘事項に限らず.魔員囮人の思い込
みや従前からの踏段により事務処理を行うのでは
なく.現在の事涜は規範に運反していないか.規
随に従っていないとするとどのような方法で是正す
れぱよいのかということを紫に愈熾して執務に当．
たり.声を上げてL,<といことで盟職を共有した．

－_~~~ー－－~ー一一一丁マーー守一F1■■ーーマーーロ■－テ■ー＝

理等の内容を改めて周知し,十分な理解を図り．
保存用記録媒体に保存するよう改めた． ．
また鞍たな規範が宗された際には,それを＋
分に錘み塾み理解すること.疑問竿があれば,当
験部署限りで判断し竃事務処理を滋めるのではな
く‘問い合わせや検肘を行い.正しく理解Lた上で
適正な事務処理を行ってL,<ということで塑睦を共
有した．

一
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平成29年度書記官事務等査察の査察結果報告書

》
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庁名 本庁･支凱． 事件楓別 査察事項 指摘事項 ．
b ● ． 、課題等｡．

■ 一

事務処理上の改善策 備考

神戸地鐘 支郁写 刑事 14堤の他

秘匪決定した亭件については,秘区傭概確麗表に秘匿
すべき情報を囮威して同砿狸衰をﾌｧｲﾙに綴ってロッ
カーに保管し､戯判官を含めて刑事侭全体で秘匿情報を
共有することになっているのに.蝕当事件について秘旺
情報砿睡嚢が未作成でﾌｧｲﾙに限られておらず.憤穏
共有が十分できているとはいえない状況であった．

本庁と同椰.師年1月から当級支部でも左腿の方湊により秘匿煩報
を共有することにしていたが.秘匿決定等を要する事件が和にしか
ないこともあって.刑事係内においてその周知及び引纏ぎ態勢が十
分沼なく.抽報共有の方渋に不宙があった．

Cマ ー

丑察後面ち'二鮫当事件の秘厘傾報砿塊轟を作
成し､それをファイルに紐ってロッカー内の共用部

分に保笹L6裁判官を含めた刑事係聴貝全員に
対して,秘匿傭輯の共有方法を再周知するととも
に.異動時の引鯉ぎにおいても.引継ぎ温れがな
いよう.引縫ぎの優先事項とした．

－

ー
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L

Lハ刀冬四画悪風』 、

､顕似の指摘事項をまとめて分析する場合など,複数の棚をまとめて記載する必要がある増合であっても．
･その外具体的な記敢方法は別添の入力例を参照してく鱈さい。

旬 ■

セルを結合せずに.同じ内容をそれぞれのセルに入力してください．

庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項 指摘事項．
P

課題等．． 事務処理上の改善策 ；:備考
9

大津地裁 支部等 民事
11汗納郵便切手の
取扱いに閥する事
項

甲 ワロ面一＝マローー■ー■一ー‐●ｰ一一pー句ごUg‐Q 汀雨J…一再

手の保管について.①予納郵便切手をｸﾘｯブ圏めする
ことなく小袋に入れている.②留めていても,付露等の紙
片で保腰することなく留めている､③小袋の大きさが郵
便切手の量から適切でI±ない.④予納郵便切手管理銭
のロを閉じる際に使用するタリップの大きさは不適であ
るものが見られ､亡失や樋侮を防止するための措匪が
形式的とも思われるものが見られた． ．

醒一■÷踵~J『己唾曄~F・印､画切り吟や”正TU訂ｿ処も，畦色I～園9季哩旦坦二

通運等の規範の他.当庁の申合せを遵守しようという恵殿が見られ
るものの,形式的な理解に留まっているのではないかと思われる部
分がある．

事件記録の盃閲蹄に気づきがあったものは.その

岨で趣旨を鋭明した上で指導をし.面阪,鯖評時
においても予納郵便切手に関する各規範を理解
する取組みを継続して行っていくよう拒示をした．

■ ･◆

q■b
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(最総三）

L

L人刀エの宙忌風】 、

･顛似の指摘事項をまとめて分析する場合など.複数の棚をまとめて肥戯する必要がある坦合であっても,セルを結合せずに
●

.･その外具体的な記戯方法は別添の入力例を参照してください．
同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。

庁名 本庁･支部． 事件狸別 査察事項． ． ，指摘事項．
● 一

探題等
b ■

事務処理上の改善策も 備宥
■

和欧山地叙 支部等
七

ざ民事 【4圧の他

平雇28年歴の判決原本堅りが纏膜されていたにもかか

わらず.原本保存簿への肥戦がされていなかった〈規程
違反:保荊ﾛ輻睡電4の2)．

禄粛諏ﾐ見証唖も繭電忌詞《鋳信乱滝:履慮葡員耐涜
敏をダブルﾁｪｯｸすることは.他の享務との比較上相当とは考え
られないことから.適切にセルフﾁｪｯｸを実施する恩勢の整唾が
鼻題である．

■■一ー0－マジーーーー宛▼マ■一一ご~ｰ＝”ワジp－ク

クするよう指導する.また.引き観き・書配官事務
導壷察において.壷索官導において点検すること
により,適切な事務を纏瞬させる．

和歌山地敏 支部等 民事 (4)その他

皿がなかった(通運遠反8組鱒臆累通速記第2の4の11)．
のウ)． ． ．

騒現師宗に閏す｡事猫廻当看(豚栖廊丑〕が1人で.その担当者が
鰻踊簡累働付経過簿に配戦すべき頓罵を適切に理解していなかっ
たものであり.担当者が交替Lた後1．土再度.伺棉の鵠つた事務
処題がされる可鶴性もあることから,惣内裁判所に対して定期的に
根簿噛累備付経過簿に肥敏する具体的内容を情粗提供し,正破な
理解をさせるための纏幌的な取組が謀題である． ．

年に1回実亜している.腿廷裏漉に閲する研修に
おいて.桜障賭票に関する理解を深めさせるよう．
更に工夫して棺導していく.また.断たに庭藷嘩具
等に着任する戦貝に対して.あらかじめ幌簿賭票
の理解を深めるよう指導するとともに,不明な点に
ついては‘民事舩砥に砿理するよう指示する．

和歌山地裁 支部等 民事 14曙の他

咽戴と翠種の期日廓が合麗されていた(通遅違反:嫉簿
篭呉邇蓬距寓1の2)． .

小税硯又邸においてIま.地戴氏亭事件及び家戴人醐事件を1人の

書記官が担当していることから.それらの事件簿を－宣できるよう
合楓する運用としていた.規範との整合性と合理性とが相反する点
が録題であった． ． ・ ・

～gー毎予■ー｡ｰB汐甲g二画…－アワ四ﾜ『ーしB一■一画■巳＝

から.輯簿としての鴬付けを廃止し，その後の期
日簿は,書配官が事務処理の侭官上,作威してい
邑メモとして整理することを検肘している． 、

和軟山地敏 支部等 民事 【4尾の他

転専ぶな阪罰が誘蔵通運遼哀鞭屑屋愈憂蒜
配第3の1の(1mイ)．

■一万一マーーマ■で守一一ウーマーー'■■■ｰQ己'■■■■＝－－，タグ ■ヶ、ｰ･ モーーｰ画一一

作禽時に見落としたものである.小規模庁において.頓簿賭菓の狸
■をダブルﾁｪｯｸすることは.他の事務との比較上.相当とは考え
られないことから.適切にセルフﾁｪｯｸを実施する魍勢の塾備が．
輿通である．

作栗錘改めて配賦調れ等についてセルフチェッ

クするよう掴導する6また.引き線き､書配官事務
等五窺二おいて.壷察官等において鹿検すること
にみり.適切な事務を経続させる．

和歌山地戴 支部等 民事 14圧の他

刊一ロー■画Fd芭罰■で｡＝＝毎ローー…万一寺匡租ｸ守叩夕■し畢母~･ひ“ワジ

た(通達遠反:幅購賭璽顎認硬鱒2の4の{1】のｳ).ま
た.幅簿の保存の始期の配敏がされていなかった．

｡～P、ロー■■ロ■■ロー■~■ ！■■で－9面Dー一ｰ■一万”一一グー‐ 甲夕も~o モマタ巴＝ローマ

幅嫁浦累働付経過簿に鴫敏すべき幅簿を適切に理解していなかっ
たものであり.担幽者が交替した後には,再度..同橡の眠った事務
処理がされる可能性もあることから.管内裁判所に対して定期的に
椙鱒賭累燭付経過鱒に脆敏する具体的内容を愉報提供し､正砿な
理解をさせるための縫暁的“組が扉題である6

ワ ローローーー一一一一一e一一一T”■一牌5F‐画”■、壱5－

おいて.犠簿賭累に関する理解を照めさせるよう．
更にエ夫して指導していくbまた.新たに底務鐸長
等に藩任する鞄員に対して.あらかじ蝉簿随粟
の理解を深めるよう柑導するとともに.不明な点に
ついては.民事訟廷に陸認するよう撹示する． 。

巳 0
① ｡

支部等 民事 【4圧の他

懸霧竃暴園阿駐通用に配唾すべ渥頓厚の記転調れがﾞ

判明した時.当殴作成年度の損簿簡黒笛付経過唾では
なく､判明した年度の鰻旬賭累■付経過簿に妃堕されて
いた(通達遠反:妊簿簡票通運配第2の4の〈2))．

愚薄南東厨府鰹迩罵足函矛夏翫耀罰軌ﾐ韓i芯篭旙
たものであり.担当者力咬智した後には再度.同橡の膜つた事褒

蹴識瀦瀦謡蕊鯛綴鰯識篭蹴
理解をさせるための継続的な取組が裸題である．

幸に1画美麗している.艇廷事研に閏する研俸に

おいて.軽薄龍累に関する理解を深めさせるよう．
更にエ夫して楢導していく.また,斬たに庇務課畏
等に潜任する轍員に対して‘あらかじめ幡簿緒栗
の理解を深めるよう指導するとともに,不明な点に
ついては,民事触畦に酸漣するよう宿示する．
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L夕、タョーッヂ函…品而』

･類似の指摘事項をまとめて分析する珊合など‘.複数の欄をまとめて記範する必要がある場合であっても・
・その外具体的な記載方法は別添の入力例を参照してください。
L ・

◆

● p

セルを結合せずに，同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
■ ■

、

庁名 ■①

P 。

本庁･支部
0● 6 事件種別 遥察事項

q ●凸
■ ｡ ■

指摘
a 旬

、 凸 一
： . :繰題等

● 0

-,F

p ● 一

.事務処理上の改善策 ９ 術考

大阪家毅 支部等 家亭 (4雁の他
e B

ージーロゥ。』P“一■■＝一宇丁一＝￥~画一U凪一雫巳・宇坐西6－〒坐

喜類＝式を受領L･担当係で立件”上.当醸書頚をｸﾘ
ｱﾌｱｲﾙに入れた状態で参与節こ交付して.参与員が
即日事情聴取を行っている． ． ．

甲巫昏瓢一葬産鎚埋した趣は.逗やか'こ事件配録として袈紙をつ

けてﾌｧｲﾙにとじるかつづり紐でとじるなどして細成すべきであり．
ｸﾘｱﾌｧ"ﾙに挟んだだけの状魁で参与員に交付し､即日事備聴
取を実施することは.書顕紛失の危険性が大きく相当でない．

鼠鯛麓穰懸:瀧凄鯉霞鶏
するよう.専務ﾌﾛｰを改めた．

＝ ● ■

大阪家城 支部等 家奉 (4淀の他

半曜里回午,z了宰の澤菫軍令亭仔輝,軍事砺告事件簿
が.肥載終了縫肥録係に引鞭朱了のままとなっていた
喫鹿4年B月21日付け総三第28号総移圀再壷望『綴
卿賭累の鯛付け等に関する事麗の取扱いについて』露3
の1(1庁)．

■ ｡

醒輝蝿1三割軽き叫砺な暖師寺を0帝腫の理由なく引き纏がないで

郡で保管しておくことは.根障等の紛失の危険性や適時の廃粟が
なされないなどの不適切な状態となり.相当でない．

のではなく､複数の者で相互に随配しながら実施
するよう改めた･指摘された帳飾Iま即日引き継い
鎧． ．

旬

大阪家鍵 支部等 少年 【4淀の他

通運紀第1の4の(11》】． ．‐ ‐ ‐ ． ．‐－ ~~~マー~｡ ． ． ~‐勺ｱｰ｡.･･率一

事件妃録出納簿の『返還予定年月日』掴に‘
年月日の館載mないものが散見された．

返還予定

‐ザ■

畑圃皿"UI凸･ ワー、L…醒薙I－か画…行醍騨電めった・いつ賦

験観察が銘了して罷録が返還されるのが貸出時Iこわからないた
めc･返還予定年月日の配戟をしていなかったとのことである.事件

灘婆毅鑑蕊鐸灘離職。

超やか【己I逗埋予疋年月日｣を補充するととも

に,轍員間で妃録管理の重要性や返還予窟年月
日の記駐の必要性を鱈し合わせ,それぞれが迂
馳を持つようにさせた. ． 、
拭験観察の暗の退通予定年月日の記載方法に
ついて検酎させたところ.後日.､検酎結果として．
｢書記官と圃査官との間で.肥録授受の際に.事
件の内容に鑑みて. .可能怠限り砿からしい返還予
定日を妃載することとなった6｣旨の報告を受け
ト ． －

大阪家裁 支部等 少年 (4淀の他

便通不明な栂子が頚通されていたり ．

なおb後日.･当陸梢子I主共同嗣査が命じられた事件
において.二人目の鯛査宮が座るための椅子とじて冠い
てあったことが判明した．

● qゆ

一入口に近接した場所であり､凶務になる恐れがある檎
子を幾匿することへの危機遼闘が不足しているものと指摘される．
更に.この点については､平成29年7月に実施したブﾚ蚕察時にお
いて(残侵された椅子は別のものであったが〕･同様の指摘をLたに
もかかわらず;その改善状況の維持が超きていなかったものであ．
り,組織全体として.事故防止に対する冠斑が希薄である． ．

ーーローー■詞ﾛｰ●ロー凸面一夕◆‐ーー0－ り可”ゴマ

の堀で.審判廷等での亭故防止念職の向上を図
ること.今後も纏親的に審判廷を含む身柄ｴﾘｱ
の点検を行い.定期的な研倦やミーティングで事
故防止奪揮を活性化する工夫力《必要であることを
柑導した． 。 、

また,本庁から2か月に1回次席巻記官が聴員と
の意見交換に来庁するが.その度ごとに身柄エリ
アの視察及び点検善行うこととした．

●
■

‐

●－

旬■

〃

旬

ー
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L人刀エの麺露点』 、

寧醐郷頚塗と騨盆瞳誰静呉塑致の髄まとめて肥鮫する必要がある場合であっても,ｾﾙを結合せずに.同じ内容をそれぞれのｾﾙに入力してください。
.･その外具体的な記載方法は別爾の入力例を参照してください。
L P

庁名 本庁d支部 事件種別 査察事項 描摘事項
● ▽

・ 牒題等
b ■ 旬

事務処理上の改善策 備考，

京都蔀敷 支部等 摩事
11序納郵便切手の
取扱いに関する事
項。

予納郵券の残郵弊返返の手緩の後.孝拝毒妃官は．
管理袋の一連の記皿内容を確麗した上で.余白に押印
すべきどころ.縛局事件妃働において.神印濁れがあっ
た． ．

予納郵券の残郵券退還時の主任の事務については.H7.3.2｡付
け総羅局長通達｢予納郵便切手の取扱いに関する規租の運用につ
いて』記鋪6の1(1Wこ苫づくものであり.適正な退逮事務を完了させ
るべく,管理袋の配敏を磁浬後は.押印描匪を取る嘩資があり,そ
の軸果の押印の有嬢についても..改めて留酎る必要がある．

､予納郵券の残郵券の退還の隠の主任書記官に
よる埜記と余白への押印実姻二ついて.健局配録
引継ぎ時には係書配官において.記録査因時に
は.主任書配官におL,て.主任害配官による破鹿
印溺れがないか改めて砿腿の上入庫することとし
た ●
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L八JJエUJ函悪風』 、

､類似の指摘事項をまとめて分析する場合など,複数の欄をまとめて配戯する必要がある塙合であっても，
･その外具体的な配載方法は別添の入力例を参照してください。

● セルを結合せずに.同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。■

L や

庁名
●● ｡

本庁･支部 事件種別 査察事項 指摘事項
●

､課題等
旬勺

ロ 伊

事務処理上の改善策 ･備考

神戸家霞 支部等 家事
11)予納郵便切手の
取扱いに関する事
項

理ヨ否記官が王任書記官から.予納郵便切手を払い淀
されたとき,直ちに額の確腿をしていない．

～w”b唾Uー一蚕一＝－，基顧辛酒8－ジッ・LO犀画Buロリダマ扇卿画“。

行うことが出来る定めはない.これは.係害記官が使用のために受
領するものであり.使用の前提としての受傾の硫浬は自らが受頒
後直ちに行う必要がある二とから,係害肥官の補助嵩を用いること
ができない。それを行わずに.使用を行うことにより.不足等の発見
が遅れ.題正な管理ができなくなる.

■コマ■一ー一口■ーｰ9”‐”雰哩可一一一UーーローｰQ…

券通運や事務連絡を破潔して.係内でも砿鯉する
よう指導じた．

神戸家裁 支部等 家事
11序納郵便切手の
取扱いに関する事
項 ．

彊動使駒轄瞳紅ぞ藍符E諒抵，
ヨーーローー 』‐詞、日 知厘手疋によも． 琢畢畢件手騒ぎ箕用の負姐について(昭和31年

7月9日家庭甲第104号家庭裁判所長あて家庭
局長通知)を示し,併せて.､その他,恵亭事件の賛
用負担に掛かる通知を送付して知識付与等の福
－－宜一b▲

神戸家裁 支部等 家事
121正本等の作成に
関する事項：

た
当唖君尋I二言江し別の.判決内容が調れる可能性でがある．

q ●

百浬し雨の判決原本は.記録と別保管を行うようざ
係内でも改めて共有させ.棺導をした．

◆

神戸家戴 支部辱 家事

(31システムに入力
する帳簿鯖累に登
圃すべき棺報に間
する事項

なし .

神戸家戴 支部等 家事 141その他
一－一．~~~‐万貞子
■I■■に切り替えてない事件があっ

一
》》【脚

眠
を
、
ス
ー
電
萢

、鞄の顔E出のおでれが史じら。
= = 、ー、ー マ マ ロ ロマ ーマ■、一F一一マーー■ ■■■‐ ロ■ ■一一F■寺■一寸■

に管理に閲する申合せ｣に目をとおし,それぞれの
窓味を理解をして濁れが生じない鰹勢を考える．

神戸家戴 支部癖 ･家事 (4尾の他

憧兄唾琶畢仔において.後見等報舌書の提出日から3
週間以内に書肥官が恋査できていないものがあった．

嘆兄人の不正静か室じた羽合の早期発見ができずも適正な処理が
後退して,引いては数判所の侭頼が失墜する． ．

王任吾記官による事務処理の把握と拒導は当然
であるが.庇務躍長や裁判官を含めた組織的な
管理魁勢を含めて.後見未済事件の把握と事件
進行管理の強化を指導した.．
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Lダ、夕J－u〃国辱堀』． ･ 可

､類似の指摘事項をまとめて分析する場合など．複数の棚をまとめて配載する必要がある塙合であっても，
■

･その外具体的な配戦方法は別添の入力例を参照Lてください。
セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。

L ‘

庁名 本庁･支部 事件種別
■

査察事項 指摘事項
■ ■ け

G ■ 課題等 ． ．
● ● 心

む争 , ■

事務処理上の改善策 備考

神戸家裁 支部等 少年 141その他

秘瞳譲渥がなされた被害君の住所について.その住所
が推隠できる図面のマスキングが不十分なものがあった
(勝写はなされていない.)．

“陣ェに祝れた異秤的な氏名や圧耐等については,マスキングの
濁れがないように注麗が払われてL喝ことがうかがわれるが.住所
が容易に推腿できる図面や地図等について.チェックが滑れたと思
われるものがあうた．

マスキングの翻れを防ぐ･ためのダフルチェックの

徹底はもちろんのこと,具体的な氏名や住所等の
みならず.それを推騨できるような地図等について
も‘注愈を払うことを日頃から共有する． ・ ・

神戸家塾 支部秤 少年 14)その他

少年蕃判廷内において.小椅子及び小机力噸砂鰻竃さ

れているが.危害行為の遊具とされる恐れがあるため．
その数を減らすことを検肘できないか。

加否竹蜀砺止の観点から.身柄動偲及び身柄エリアは辱顕鞄毎さ

れていたが.審判廷内において.霊別所職員及び警備尋のため立
ち会う職員用の小椅子や荷物匠き用の小机力噸散設置されている
が，安全確保のため,その散を漣らすことが可能かどうか検討を依
頼した．

小椅子については.必要以外のものは別室で保

侭することとした.小机については.結束する予定
である．

。
⑧

ザ



一

k ~

(別紙3）

(最総三）

L

Lハグ』÷U〃画畢廓』 可

･頚似の指摘事項をまとめて分析する墹合など.複数の欄をまとめて記駁する必要
.その外具体的な記載方法は別添の入力例を参照してください。

がある場合であっても.セルを結合せずに.同じ内容をそれぞれのセルに入力してください．
。

庁名 本庁･支部
p 事件種別 査察事項 指摘事項

●
●

◆ 白

:課題等 ， ､事務処理上の改善策.．
@ ？

： 、備考

大津家裁 支部等 家事 14雁の他

JwD…一”子玲而諦Oq■＝U・~●エグ、勺しW廼玄画”咋唖

方法に関し､通達でば『引纏ぎを受けた事由及び予納肴
の氏名を配敢する.｣と定められているところ.予納者の.
氏名が配敬されていなかづた.郵便切手を入れている袋
にも予納者が記載されていないものも見受けられた． ．
ま鱈予納壱の氏名は配色されているが.引経を受けた
事由を妃威していない庁もあったも
【通達遠反(平成7年3月24日総三第T8号事鰯緯畏通
達露6.2.“ウ】 ．

四海争汗切廟筒･争仔配陣晩柔登には予珊番が雄であるか特定
できなくなるおそれがあるところ‘担当者において.通逮を碗狸する
ことなく､漫然と前年度の記戦方法を略図していた点に聞題があ
る．

■ーーロ町~■ワーヶークー■－，再■一声マーやqー0ー01一産＝二乎呈＝

するなどして.追肥した.今後の改善錐とLてIま．
予納郵便切手保存簿の末尾に邇邇を唾り.いつで
も通遠を麺できるようにした.また.関係座員に
対し､前任者の事誘処理を漫然と馳襲することな
く､その都度通達等を砿配しながら事務処理する
よう指導した．

大津家載 支部等 家事 14馬の他
9

ロ…ゴモユ”マ面■し呼四和堺W頭UりUj“▼“句wU－o

姫鱒賭票鏑付経過噸こ作成日付が濁れていた｡
1

碑墨に砥坤”■何けがあ合にもかかわらず･轍廓砺泉倒付経退陣
に登載されていなければ.根簿の保存もできず,その存否があいま

#鯛;蝿髭t綴識踊鰯鰄蝿累繍

蕊醗の羅海を砥鰹し廷で,幅扉詔果霞付軽過
薄の作威日付欄に記入した.今後は.借え付けた
犠簿と幅掩鰭累働付経過鱒の配載を照合して妃
敏漏れを防止するよう.関係職員に対し柑導した．

『 ｡ ロ 。

大津家裁

一

支部等 家事 14尾の他

~－ーーーー守口 ■ ■画一 一 一 ママーーロ…~ー＝d■ー画F－FFマママタロータ－

ことになっているのに.平成19年1月から平成24年12
月までに終局した事件について.管理鯉続中であるにも
かかわらず原本分賎している．
【通達違反(平成4年2月7日総三第8号事務錘具尭垂
第1， 1個)‘第3.3.画】

醜李凹嘩仔嗣岡に影昏す｡巫曇猛亭麺処理であ色ところ.魁爵の

担当者力唾高裁の通運等を失念していたと思われる.また.現在の
担当者においても管理継続中の事件については気付くことができた
にもかかわらず.漫然と事務処理していた点に問題がある．

ざ

､

中のものは事件妃健に戻し,■理終了のものは原
本綴りを移し替える作案を頗次進め.その作業を
完了した． ：

現在の担当壱は適切に事務を行っているところで
あるが.今後異動による引糎の暗には｡眠りを起
こさないように留愈して引き漣ぐよう指導した．

、


